




































































石川県森林審議会について

森林審議会は、森林法第６８条第１項に基づき設置され、この法律または他の法令

の規定によりその権限に属された事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要

事項について知事の諮問に応じて答申することと定められている。

１ 組 織

諮 問

森林審議会
知 事 森林審議会

森林保全部会

答 申

（委員１５人以内） （部会委員７人）

２ 諮問事項

（１）地域森林計画の樹立・変更（森林法第５条第１項、第４項、第６条第３項）

（２）林地開発行為の許可（森林法第１０条の２第２項、第６項）

（３）保安林の指定・解除（森林法第２５条の２、第２６条の２）

（４）松くい虫被害対策実施計画の策定・変更

（森林病害虫等防除法第７条の３、５、６）

（５）その他森林法の施行に関する重要事項（森林法第６８条第２項）

＜ 参 考 ＞

森 林 法 森 林 法 施 行 令

第６８条 （設置及び所掌事務） 第７条 （森林審議会の部会）

１ 県に森林審議会を設置 １ 森林審議会の部会の設置

２ 諮問事項の審議・答申 ・所掌事務の分掌

３ 諮問事項の建議 ２ 部会長の設置・会長指名の委員

第７０条 （組 織） ３ 会長が委員の所属部会を定める

１ 審議会は委員で構成 ４ 部会の決議で総会の決議とする

２ 学識経験者を任命

３ 委員任期２年

４ 非常勤

第７１条 （会 長）

１ 委員の互選により会長選出

２ 会務を総理、審議会を代表

３ 会長の職務代行

参考資料



 森 林 審 議 会 

                            森  林  法 （ 抜 粋 ） 

                                [昭和２６年６月２６日 法律２４９号] 

                             （最終改正） 

                                   [平成２３年６月２４日 法律 ７４号] 

 

 

      第５章 森 林 審 議 会 

  （ 設 置 及 び 所 掌 事 務 ） 

 第６８条 都道府県に都道府県森林審議会を置く。 

  ２ 都道府県森林審議会は、この法律又は他の法令の規定によりその権限に 

 属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項につ  

いて、都道府県知事の諮問に応じて答申する。 

  ３ 都道府県森林審議会は、前項に規定する事項について、関係行政庁に建 

 議することができる。 

   

 （ 組  織 ） 

 第７０条 都道府県森林審議会は、委員をもつて組織する。  

  ２ 委員は、第６８条第２項に規定する事項に関し学識経験者を有する者の 

 うちから、都道府県知事が任命する。 

 ３ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

  ただし、再任を妨げない。 

 ４ 委員は、非常勤とする。 

 

 （会  長） 

 第７１条 都道府県森林審議会の会長は、前条第１項の委員が互選した者を 

 もって充てる。 

 ２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

 ３  会長に事故あるときは、第１項の委員が互選した者がその職務を代行す 

 る。 

 

 （政令への委任） 

 第７３条 この法律に定めるもののほか、都道府県森林審議会の組織及び運 

 営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

 

 

 

 



 

  森 林 法 施 行 令 

                            森林法施行令 （ 抜 粋 ） 

                                [昭和２６年７月３１日 政令第２７６号] 

                             （最終改正） 

                                   [平成２４年１月２０日 政令第 ９８号] 

 

 

 （都道府県森林審議会の部会）  

 第七条   都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県森林審議 会

に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。  

 ２   部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。  

 ３   委員の所属部会は、会長が定める。  

 ４   都道府県森林審議会が特に定めた事項については、部会の決議をもつ 

て総会の決議とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



石川県森林審議会 運営要領 
 
(趣 旨) 
 第１条 この要領は森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第 68 条の規定に基づいて設置され

る石川県森林審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるも
のとする。 

 
(組織) 
 第２条 石川県森林審議会は委員 15 名以内で組織する。 
 
(会議の招集) 
 第３条 審議会は知事から諮問のあったとき又は会長が必要と認めたとき会長が招集す

る。 
２ 会長は会議の日時、場所、議題、その他必要な事項を会議の日の７日前までに委員に

通知しなければならない。 
 
(議 長) 
  第４条 会議の議長は、会長がこれにあたる。 
 ２ 会長に事故があるときは、委員の互選により選出された者がその職務を代理する。 
 
(会議の成立) 
 第５条 会議は委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。 
 
(決 定) 
 第６条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 
 
(議事録) 
 第７条 会議の議事については、議事録を作成し保存しなければならない。 
 
(部会の設置) 
 第８条 審議会に次の部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。 
      森林保全部会 
      森林・林業基本問題検討部会 
 ２ 部会の運営に必要な事項は、部会の運営要領に定めるものとする。 
 
(特別専門委員) 
 第９条 審議会に必要に応じ特別専門委員を若干名置き、助言意見を求めることができる

ものとする。 
 
(庶 務) 
 第１０条 審議会の庶務は、農林水産部森林管理課において行う。但し、部会の庶務は、

部会の運営要領に定めるところによるものとする。 
 ２ 審議会に幹事若干名を置く。 
 ３ 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。 
 ４ 幹事は、会長の命を受けて審議会の事務を処理する。 
 
(その他) 
 第１１条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定

める。 
 
（附 則） 
 この要領は平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
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